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規則第２２号の２ 

大和高田市家庭児童相談室設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成２９年３月３１日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市家庭児童相談室設置規則の一部を改正する規則 

 大和高田市家庭児童相談室設置規則（平成１７年規則第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする

業務」を「次に掲げる事項について、相談業務」に改め、同条に次の各号を加える。 

 （１） 家庭における児童養育の技術に関する事項 

 （２） 児童に係る家庭環境に関する事項 

 （３） その他家庭児童福祉に関する事項 

 第４条第１項第１号中「１名」を削り、同項第２号を次のように改める。 

 （２） 児童福祉相談員 

 第４条第１項第３号中「１名」を削り、同条第２項中「福祉事務所」を「児童福祉課」に改め、同

条第３項を削る。 

 第５条を次のように改める。 

 （資格） 

第５条 児童福祉支援員は、人格が円満で社会的信望があり、健康で児童家庭相談に熱意を持つ者で

あって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１３条第３項第２号、第４号又は第５号に規

定する者 

 （２） 保健師 

 （３） 看護師 

 （４） 助産師 

 （５） 保育士 

 （６） 教育免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規定する普通免許状を有する者 

 第６条及び第７条を削る。 

 第８条の見出し中「家庭相談員」を「児童福祉支援員」に改め、同条第１項及び第２項中「家庭相

談員」を「児童福祉支援員」に改め、同条第３項を削り、同条を第６条とする。 

 第９条第１項を次のように改める。 

規 則 
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  相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、幼稚園、保育所、警察、児童委員

その他関係機関との連絡協調を緊密に図るものとする。 

 第９条中第２項を削り、同条第３項中「福祉事務所長」を「市長」に改め、同項を同条第２項と

し、同条を第７条とする。 

 第１０条を第８条とし、第１１条を第９条とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

規則第３０号    

ふるさと大和高田応援寄附金条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年９月２９日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

ふるさと大和高田応援寄附金条例施行規則の一部を改正する規則 

ふるさと大和高田応援寄附金条例施行規則（平成２０年規則第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条を次のように改める。 

 （記念品の贈呈） 

第５条 市長は、１回当たりの寄附金の額が１０，０００円以上の寄附者に対し、記念品の贈呈を行

うものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による寄附金の贈呈は、１人につき１年度内１回を限度とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

訓令第６号 

大和高田市地域防災計画改訂等業務事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令を次のように定め 

る。 

平成２９年１１月７日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市地域防災計画改訂等業務事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令 

大和高田市地域防災計画改訂等業務事業者選定委員会設置要綱（平成２７年訓令第１０号）は、

廃止する。 

附 則 

この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第７号 

大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令を次の 

ように定める。 

  平成２９年１１月７日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令 

 大和高田市立病院経営基盤確立支援業務委託事業者選定委員会設置要綱（平成２６年訓令第１

４号）は、廃止する。 

訓 令 
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附 則 

この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第８号   

大和高田市公共施設等総合管理計画策定業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令を次

のように定める。 

  平成２９年１１月９日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市公共施設等総合管理計画策定業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令 

大和高田市公共施設等総合管理計画策定業務委託事業者選定委員会設置要綱（平成２８年訓令第７

号）は、廃止する。 

附 則 

この訓令は、告示の日から施行する。 

 

 

 

告示第１１８号の２ 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２９年９月２０日  

大和高田市長 吉 田 誠 克  

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項の規定によ

る確認を受けている幼稚園及び認定こども園（以下「幼稚園等」という。）において実施する次条

に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要

な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「幼稚園型一時預かり事業」という。）は、次に掲げる要件を満

たすものとする。 

 （１） 奈良県に幼稚園型一時預かり事業の実施の届出をした幼稚園等であること。ただし、市外

の幼稚園等にあっては、当該幼稚園等を所管する地方公共団体が、幼稚園型一時預かり事業の実

施の届出を受けた幼稚園等とする。 

 （２） 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「施行規則」という。）第３６条

の３５第２号イ、ニ及びホに規定する設備及び教育・保育の基準を満たしていること。 

 （３） 施行規則第３６条の３５第２号ロ及びハに規定する園児の年齢及び人数に応じて当該園児

の処遇を行う者（以下「教育・保育従事者」という。）の配置に関する基準を満たしていること。 

 （４） 教育・保育従事者のうち、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を３分の１以上配置し、

かつ、保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者は、次に掲げる者のうち、

市町村が適切と認めたものであること。 

   ア 次項に規定する研修を修了した者 

   イ 小学校教諭普通免許状所有者 

   ウ 養護教諭普通免許状所有者 

   エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生のうち、幼児の心身の発達や幼児

に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められるもの 

   オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者（教育職員免許法（昭

告 示 
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和２４年法律第１４７号）第１０条第１項又は第１１条第４項の規定により当該免許状が失

効した者を除く。） 

２ 前項第４号アに規定する研修は、次の各号のいずれかの研修とする。 

 （１） 子育て支援員研修事業の実施について（平成２７年５月２１日雇児発０５２１第１８号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙子育て支援員研修事業実施要綱の５（３）アに定

める基本研修及び５（３）イ（イ）に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修 

 （２） 家庭的保育事業の実施について（平成２１年１０月３０日雇児発１０３０第２号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙家庭的保育事業ガイドラインの別添１の１に定める基礎

研修と同等の研修 

 （補助金の算定基準の対象とする園児） 

第３条 補助金の算定基準の対象とする園児は、幼稚園型一時預かり事業を利用する在籍園児で、大

和高田市内に住所を有する園児とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該幼稚園等が、施行規則第３６条の３５第１号の基準を満たし、か

つ、一般型一時預かり事業（同号に規定する「一般型一時預かり事業」をいう。）の実施に至らな

い人数について主として保育所又は幼稚園等に在籍し、又は通所していない園児（以下「非在籍園

児」という。）を対象に幼稚園型一時預かり事業と併せて実施する場合は、当該園児のうち大和高

田市内に住所を有するものを補助金の対象とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、幼稚園型一時預かり事業の実施のために必要な人件費、光熱水費、

保育材料費その他市長が認める経費とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に定める園児１人当たりの補助基準額に園児の

預かり人数を乗じて得た額の合計額（当該額が９，５７０，０００円を超える場合は９，５７０，

０００円とする。）を限度とし、前条に規定する経費の総額から他の補助金、利用料、寄付金その

他幼稚園型一時預かり事業に係る収入を控除した金額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、大和高田市幼稚園型一時

預かり事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 担当職員名簿（様式第４号） 

（４） 幼稚園型一時預かり事業を実施する保育室等の配置図 

（５） 幼稚園型一時預かり事業に係る要件に適合することが確認できる書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付の決定をしたときは、大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書（様式第５

号）により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

その理由を付して大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金不交付決定通知書（様式第６号）によ

り補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

 （事業の計画変更等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、幼稚園型一時預かり事業

の計画を変更しようとするときは、事前に大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金変更承認申請

書（様式第７号）により、市長の承認を受けなければならない。 
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２ 補助事業者は、幼稚園型一時預かり事業を中止し、又は廃止しようとするときは、大和高田市幼

稚園型一時預かり事業補助金中止・廃止届出書（様式第８号）により、市長に届け出なければなら

ない。 

 （立入検査等） 

第９条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して

報告を求め、又は補助事業者の承認を得た上で、職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、幼稚園型一時預かり事業が完了した日（幼稚園型一時預かり事業が継続し

て行われている場合は、各年度の末日）の翌日から起算して５日以内に、大和高田市幼稚園型一時

預かり事業補助金実績報告書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業実施報告書（様式第１０号） 

（２） 収支決算書（様式第１１号） 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る幼稚園型一時預かり

事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると

認めたときは、大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金額確定通知書（様式第１２号）により補

助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金を請求書（様式第１３号）により市長に

請求する。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助事業者に当該請求に係る補助金を交付するも

のとする。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（２） 詐欺その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 幼稚園型一時預かり事業を中止し、又は廃止したとき。 

（４） その他この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１１条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものと

する。 

 （関係書類の保存期間） 

第１４条 補助事業者は、幼稚園型一時預かり事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該幼稚園型一時預かり事業が完了した日

の属する市の会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 （補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

 

別表（第５条関係） 
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区分 要件 児童 1人当たり日額 

１ 在

籍園

児 

（１） 基本単価（通

常単価） 

・平日（長期休業期間中を含む。）

に実施する場合（教育時間とあ

わせて８時間まで） 

・平日の利用児童数が年間延べ

２，０００人を超える幼稚園等

に適用 

ア 平日 ４００円 

イ 長期休業期間（８時間

未満） ４００円 

ウ 長期休業期間（８時間

以上） ８００円 

（２） 基本単価（小

規模施設単価） 

・平日（長期休業期間中を含む。）

に実施する場合（教育時間とあ

わせて８時間まで） 

・平日の利用児童数が年間延べ

２，０００人以下の幼稚園等に

適用 

ア 平日 

（１，６００，０００÷

平日（長期休業期間中を

除く）年間延べ利用児童

数）－４００円 

イ 長期休業期間（８時間

未満） ４００円 

ウ 長期休業期間（８時間

以上） ８００円 

（３） 休日単価 土曜日、日曜日及び国民の休日

に実施する場合（８時間まで） 
８００円 

（４） 長時間加算

単価 

８時間を超えて実施した場合の

加算額 

※ただし、１(1)イ及び１(2)イ

については４時間を超えた場合 

（ ）内は超えた利用時間 

１００円（２時間未満） 

２００円（２時間以上３時

間未満） 

３００円（３時間以上） 

２ 非

在籍

園児 

（１） 基本単価 実施時間が８時間までの場合 ８００円 

（２） 長時間加算

単価 

８時間を超えて実施した場合の

加算額 

（ ）内は超えた利用時間 

１００円（２時間未満） 

２００円（２時間以上３時

間未満） 

３００円（３時間以上） 

備考 

 補助基準額に１０円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

大和高田市長  様 

施 設 名              

所 在 地              

設 置 者 名              

代 表 者 名           印  

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書 

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

 （１）交付申請額   金           円 

 （２）算出の基礎   大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱に基づく 
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２ 幼稚園型一時預かり事業の開始日及び完了予定日 

      年  月  日 ～     年  月  日 

 

３ 添付書類 

 （１）事業計画書 

 （２）収支予算書 

 （３）担当職員名簿 

 （４）幼稚園型一時預かり事業を実施する保育室又は遊戯室の配置図 

 （５）幼稚園型一時預かり事業に係る要件に適合することが確認できる書類 

 

 

様式第２号（第６条関係） 

施 設 名  

 

事業計画書 

 

１ 在籍園児 

 

①平日（長期休業日を除く） 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※１） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数       (ｱ) 

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※１） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

      (ｲ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

      (ｳ) 
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満 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

      (ｴ) 

（※１）幼稚園型一時預かり事業を教育時間前後に４時間又は教育時間との合計時間が８時間を超え

て利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

教育時間前の一時預かり 時   分 時   分 時間    分 

教育時間後の一時預かり 時   分 時   分 時間    分 

 

②平日（長期休業日） 

   

ア 利用時間が８時間未満 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延

長時間分

加算対象

延べ園児

数（※２） 

通常時間分を超えて

の利用時間が２時間

未満 

       

通常時間分を超えて

の利用時間が２時間

以上３時間未満 

       

通常時間分を超えて

の利用時間が３時間

以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数       (ｵ) 

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※２） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

      (ｶ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

      (ｷ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

      (ｸ) 

（※２）幼稚園型一時預かり事業を４時間を超えて利用した園児が対象 
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  イ 利用時間が８時間以上 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※３） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数       (ｹ) 

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※３） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

      (ｺ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

      (ｻ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

      (ｼ) 

（※３）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

長期休業日の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

③休日（土曜日・日曜日・祝日等） 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※４） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２
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時間以上３時間未

満 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数       (ｽ) 

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※４） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

      (ｾ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

      (ｿ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

      (ﾀ) 

（※４）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

休日の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

２ 非在籍園児 

 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※５） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        
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延べ利用園児数       (ﾁ) 

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※５） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

      (ﾂ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

      (ﾃ) 

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

      (ﾄ) 

（※５）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

非在籍園児の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

補助単価ごとの人数及び補助金額 

 

 

様式第３号（第６条関係） 

区 分 補助単価 人数 補助金額 備  考 

在

籍

園

児 

基本単価 

平日 円 人 円  

長期休業期間（利用時間

８時間未満） 
円 人 円  

長期休業期間（利用時間

８時間以上） 
円 人 円  

休日単価 円 人 円  

長時間加算

単価 

基本単価分を超えて利用

した時間が２時間未満 
円 人 円  

基本単価分を超えて利用

した時間が２時間以上３

時間未満 

円 人 円  

基本単価分を超えて利用

した時間が３時間以上 
円 人 円  

非

在

籍

園

児 

基本単価 円 人 円  

長時間加算

単価 

基本単価分を超えて利用

した時間が２時間未満 
円 人 円  

基本単価分を超えて利用

した時間が２時間以上３

時間未満 

円 人 円  

基本単価分を超えて利用

した時間が３時間以上 
円 人 円  

合計 円  
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施 設 名  

 

収支予算書 

 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 科目 金額 

 

本事業補助金 

 

利用者負担額 

 

その他補助金・委

託料 

  

人件費 

 

保育材料費 

 

光熱水費 

 

その他 

 

合計 （      ）･･･① 合計 （      ）･･･② 

収支予算額（①－②）  

※１ 収入の部・支出の部ともに、専ら幼稚園型一時預かり事業に要した金額のみを記入すること。 

※２ 人件費については、幼稚園型一時預かり事業に専任として担当する職員について記載し、退職

金は除くこと。 

※３ 予算は、当該年度の４月１日から３月３１日までの事業に係るものとする。 

※４ 一時預かり経費から減価償却額を除くこと。 

 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

担当職員名簿 

 

（幼稚園型一時預かり事業専任担当職員要件） 

施 設 名  
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① 幼稚園教諭、保育士又は市町村長等が行う研修を終了した者であること。 

② 公定価格で措置される施設型給付の対象となる職員ではないこと。 

③ 施設の設置者が直接雇用している者であること（派遣職員は不可）。 

④ 幼稚園型一時預かり事業を実施する時間においては、専ら当該事業を担当する職員であること（常

勤・非常勤は問わない）。 

 

※名簿には、幼稚園型一時預かり事業に従事する職員及び幼稚園等の職員において、当該事業を支援

する職員について全て記入してください。 

※ 幼稚園型一時預かり事業専任担当職員に係る教員免許、保育士資格等の写しを添付すること。 

 

 

様式第５号（第７条関係） 

大和高田市指令  第   号 

   年  月  日 

          様 

 

大和高田市長         

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金については、

下記のとおり交付することとしたので、通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額   金           円 

No. 職員氏名 

資 格 等 勤 務 形 態 

幼稚園

教諭 
保育士 

市町村長等が

行う研修を終

了した者 

勤務日数 

（週あた

り） 

勤務時間 

（週あた

り） 

常勤 非常勤 

１         

２         

３         

４         

５         

６         

７         

８         

９         

１０         
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２ 補助金の交付の条件 

 

 

 

 

 

様式第６号（第７条関係） 

大和高田市指令  第   号 

   年  月  日 

          様 

 

大和高田市長         

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金については、

次の理由により交付しないこととしたので、通知します。 

 

（交付しない理由） 

 

 

 

 

様式第７号（第８条関係） 

  年  月  日 

大和高田市長  様 

 

施 設 名              

所 在 地              

設 置 者 名              

代 表 者 名           印  

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金変更承認申請書 

 

    年  月  日付け大和高田市指令  第   号にて補助金の交付決定を受けた幼稚園型

一時預かり事業について、下記のとおり変更の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更する内容及びその理由 

 

 

２ 既に交付決定を受けた補助金額 
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  交付決定額           金         円 

 

３ 補助金交付変更申請額 

  交付変更申請額         金         円 

 

４ 添付書類 

 （１）事業計画書 

 （２）収支予算書 

 

 

様式第８号（第８条関係） 

  年  月  日 

大和高田市長  様 

 

施 設 名              

所 在 地              

設 置 者 名              

代 表 者 名           印  

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金中止・廃止届出書 

 

    年  月  日付け大和高田市指令  第   号にて補助金の交付決定を受けた幼稚園型

一時預かり事業について、当該事業の中止・廃止を次のとおり届け出します。 

 

（中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 

 

 

様式第９号（第１０条関係） 

  年  月  日 

大和高田市長  様 

 

施 設 名              

所 在 地              

設 置 者 名              

代 表 者 名           印  

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け大和高田市指令  第   号にて補助金の交付決定を受けた幼稚園型

一時預かり事業について、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 幼稚園型一時預かり事業の名称   大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金 
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２ 補助金額   金           円 

 

３ 添付書類 

 （１）事業実施報告書 

 （２）収支予算書 

 

 

様式第１０号（第１０条関係） 

施 設 名  

 

事業実施報告書 

 

１ 在籍園児 

 

①平日（長期休業日を除く） 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※１） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※１） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

（※１）幼稚園型一時預かり事業を教育時間前後に４時間又は教育時間との合計時間が８時間を超え
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て利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

教育時間前の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

教育時間後の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

②平日（長期休業日） 

   

ア 利用時間が８時間未満 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※２） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※２） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

（※２）幼稚園型一時預かり事業を４時間を超えて利用した園児が対象 

 

 

  イ 利用時間が８時間以上 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        
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延べ利用園児数        

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※３） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長時

間分加算対

象延べ園児

数（※３） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

（※３）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

長期休業日の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

③休日（土曜日・日曜日・祝日等） 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※４） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え        
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ての利用時間が３

時間以上 

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※４） 

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

通常時間分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

（※４）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

休日の一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

２ 非在籍園児 

 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

算対象延

べ園児数

（※５） 

基本単価分を超え

ての利用時間が２

時間未満 

       

基本単価分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

基本単価分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

区  分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

実施日数        

延べ利用園児数        

うち、延長

時間分加

基本単価分を超え

ての利用時間が２
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算対象延

べ園児数

（※５） 

時間未満 

基本単価分を超え

ての利用時間が２

時間以上３時間未

満 

       

基本単価分を超え

ての利用時間が３

時間以上 

       

（※５）幼稚園型一時預かり事業を８時間を超えて利用した園児が対象 

【一時預かり実施時間】 

区  分 開始時刻（A） 終了時刻（B） 実施時間（B－A） 

一時預かり 時   分  時   分  時間  分  

 

補助単価ごとの人数及び補助金額 

区 分 補助単価 人数 補助金額 備 考 

在

籍

園

児 

基本単価 

平日 円 人 円  

長期休業期間（利用時間８

時間未満） 
円 人 円  

長期休業期間（利用時間８

時間以上） 
円 人 円  

休日単価 円 人 円  

長時間加算

単価 

基本単価分を超えて利用し

た時間が２時間未満 
円 人 円  

基本単価分を超えて利用し

た時間が２時間以上３時間

未満 

円 人 円  

基本単価分を超えて利用し

た時間が 3時間以上 
円 人 円  

非

在

籍

園

児 

基本単価 円 人 円  

長時間加算

単価 

基本単価分を超えて利用し

た時間が２時間未満 
円 人 円  

基本単価分を超えて利用し

た時間が２時間以上３時間

未満 

円 人 円  

基本単価分を超えて利用し

た時間が３時間以上 
円 人 円  

合計 円  

 

 

様式第１１号（第１０条関係） 
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施 設 名  

 

収支決算書 

 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

科目 金額 科目 金額 

 

本事業補助金 

 

利用者負担額 

 

その他補助金・委

託料 

  

人件費 

 

保育材料費 

 

光熱水費 

 

その他 

 

合計 （      ）･･･① 合計 （      ）･･･② 

収支決算額（①－②）  

※１ 収入の部・支出の部ともに、専ら幼稚園型一時預かり事業に要した金額のみを記入すること。 

※２ 人件費については、幼稚園型一時預かり事業に専任として担当する職員について記載し、退職

金は除くこと。 

※３ 予算は、当該年度の４月１日から３月３１日までの事業に係るものとする。 

※４ 一時預かり経費から減価償却額を除くこと。 

 

 

 

様式第１２号（第１１条関係） 

大和高田市指令  第   号 

  年  月  日 
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          様 

大和高田市長         

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金額確定通知書 

 

    年  月  日付け大和高田市指令  第   号にて交付決定した大和高田市幼稚園型一

時預かり事業補助金について、次のとおり補助金額を確定したので通知します。 

 

確定金額     金           円 

 

 

様式第１３号（第１２条関係） 

  年  月  日 

請求書 

大和高田市長  様 

 

施 設 名              

所 在 地              

設 置 者 名              

代 表 者 名           印  

 

 

大和高田市幼稚園型一時預かり事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額   金           円 

 

２ 振込先口座 

 

 

告示第１２７号の２ 

フリガナ  

口座名義人  

振込先 

金融機関 

（コード番号） 

 

銀行 

支店 金庫 

組合 

金融機関 

コード番号 
    

支店 

コード番号 
   

預金種目  口座番号        
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年１０月２３日

付けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２９年１０月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第７号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９，３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２３，６１３，１５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

18.繰越金 

 
 115,650 4,600 120,250 

1.繰越金 115,650 4,600 120,250 

20.市債  1,416,200 26,700 1,442,900 

1.市債 1,416,200 26,700 1,442,900 

補正されなかった科目に係る額 22,052,000 0 22,052,000 

歳  入  合  計 23,583,850 31,300 23,615,150 

  

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

11.災害復旧費   

 

 4 31,300 31,304 

1.公共土木施設災

害復旧費 4 22,000 22,004 

2.農林水産業施設

災害復旧費 0 9,300 9,300 

補正されなかった科目に係る額 23,583,846 0 23,583,846 

歳  出  合  計 23,583,850 31,300 23,615,150 

  

第２表 地方債補正 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

 

 

 

 

農業施設災害復旧事業 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

 

4,700 

 

 

 

 

(借入方法) 

 

普通貸借又 

 

は証券発行 

 

の方法によ 

 

る。 

％ 

3.0 以内 

(ただし､利率見

直し方式で借入

れる場合につい

て､利率の見直し

を行った後にお

いては､当該見直

し 後 の 利 率 )

  

 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合には

その債権者と協定する

ものによる。 

 ただし、市財政の都

合により据置期間及び

償還期間を短縮し、又

は繰上償還もしくは低 
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 利に借換えすることが 

できる。 

土木施設災害復旧事業 22,000 〃 〃 〃 

計 26,700    

 

告示第１３２号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年１１月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年１０月３日 １          

平成２９年１０月４日   ２        

平成２９年１０月５日 １          

平成２９年１０月２０日   １        

平成２９年１０月２４日 １          

平成２９年１０月２７日   １        

平成２９年１０月３１日   ２         

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 
場所の区

分 
地区 自転車 

原動機付

自転車 

平成２９年１０月５日 道路 大和高田市中三倉堂１丁目地内 １  

平成２９年１０月５日 道路 大和高田市東中１丁目地内 １  

平成２９年１０月６日 道路 大和高田市東三倉堂町地内 １  

平成２９年１０月１１日 道路 大和高田市曙町地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後４時 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）
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をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を徴

取する。 

総額は、１，０００円を限度とする。 

７．連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１３３号 

大和高田市立病院放射線治療棟設計業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する告示を次の 

ように定める。 

平成２９年１１月１日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市立病院放射線治療棟設計業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する告示 

 大和高田市立病院放射線治療棟設計業務委託事業者選定委員会設置要綱（平成２５年告示第５

８号）は、廃止する。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第１３４号 

 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２９年１１月１３日 

大和高田市長  吉 田 誠 克 

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引き換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで（ただし、土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所 環境建設部 都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

整理

番号 
名   称 種 類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 
（株）アイツー

ホーム 
はり札 １ 

大字 

神楽 
平成 29･10･5 平成 29･10･5 

雲梯資材置

き場 

 

告示第１３５号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年１１月１５日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成３０年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２９年８月１日から平成２９年８月３１日までの間 

 

告示第１３６号 

平成２９年１２月１日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

平成２９年１１月２４日 

                            大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第１３７号 

 平成２９年度国民健康保険税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１１月２４日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年度国民健康保険税第３期   平成２９年１０月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３８号 

 平成２８年度国民健康保険税第７期、第８期及び平成２９年度国民健康保険税第１期の督促状を郵

送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１１月２４日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年度国民健康保険税第７期 平成２９年２月２３日 

平成２８年度国民健康保険税第８期 平成２９年３月２８日 

平成２９年度国民健康保険税第１期 平成２９年８月２８日 

２ 送達を受けるべき者 
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  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１３９号 

 平成２９年度固定資産税・都市計画税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年１１月２４日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年１０月３１日  

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

公告第８１号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２９年度大和高田

市職員採用試験（医療職）の実施を次のとおり公告する。 

平成２９年１１月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 

職種 採用予定人員 受験資格 

看護師 ８名 

（１） 昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、｢保健師

助産師看護師法｣による看護師免許を有する人。または、

平成３０年３月末日までに実施される国家試験により当

該免許を取得見込みの人 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な人 

臨床検査技師 １名 

  昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、｢臨床検査技

師等に関する法律｣による臨床検査技師免許を有する人。

または、平成３０年３月末日までに実施される国家試験に

より当該免許を取得見込みの人 

（１） すべての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

③ 大和高田市において懲戒免職を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

公 告 
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⑤ 日本国籍を有しない人で、在留資格において就職等が制限されている人 

２ 試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表 

区分 試験内容 

日時  平成３０年１月１３日（土）午前９時から（受付午前８時４０分～） 

場所  大和高田市立看護専門学校（大和高田市礒野北町１番１号） 

試験の種類  小論文(６０分) 口述試験（面接） 

合格発表  試験後３週間程度（合否にかかわらず本人に通知します。） 

３ 受験手続 

 （１） 受付期間 

    受付期間：平成２９年１２月１５日（金）から平成２９年１２月２８日（木）まで（ただし、

土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（受験票を交付します。） 

 （２） 受付場所 

    受付場所：大和高田市立病院 総務課 

    所 在 地：奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

（注）郵送での受付はいたしません。必ず持参して下さい（代理可）。 

（３） 提出書類 ◎必須書類 ○免許取得者 △免許取得見込者 

（注１） 写真は、３月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、うち１枚は履歴書

に貼付し、他１枚は受験票用に持参してください。 

（注２） 返信用封筒（定形封筒：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）１通に８２円切手を貼付し、宛名を記

入してください。 

（注３） 免許取得者は、最終学校の卒業証明書及び成績証明書は不要です。 

４ 合格から採用まで 

 （１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

    ①採用予定者 平成３０年４月１日付けで採用します。 

    ②採用候補者 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に欠員などが生じ、

補充することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から１年間です。 

（３） 最終合格者のうち、免許取得見込みの者が平成３０年３月末日までに実施される国家試験

で当該免許を取得できなかった場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者・採用候補者）

から抹消します。 

５ 給与等について 

現行初任給 看護師 
・月額 216,400円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額 210,800円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 
臨床検査

技師 

・月額 197,000円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額 190,700円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

（１） 給料月額は、平成２９年４月１日現在の給料表に基づいています。 

（２） 初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

  提出書類 

 

職種 

履歴書市

販 A４判 

写真 

２枚 

最終学校 

卒業(見込) 

証明書 

最終学校 

成 績 

証明書 

免許証 

(写し可) 

返信用 

封 筒 

看護師 

臨床検査技師 
◎ ◎ △ △ ○ ◎ 
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 （３） 一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当が支給されますが、一部手当につ

いては、当分の間、減額措置等がなされています。 

６ その他 

 （１） 提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、このために生じた申込の遅

延等には責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。 

（２） 提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（３） この試験に関する提出書類は、一切お返ししません。 

（４） インターネットでも採用試験に関する情報を提供しています。（ホームページアドレス

http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（５） 採用時には健康診断書を提出してください。 

（６） 試験についての問い合わせ先 

    大和高田市立病院事務局総務課内｢大和高田市（市立病院）職員採用試験委員会事務局｣ 

（℡０７４５－５３－２９０１） 

 

公告第８２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 奥田地内道肩改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 奥田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月１６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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認の申請 入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２８日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 
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（３）回答期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥８，１９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第８３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 藤森地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 藤森 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月２７日（月）
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まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月３０日（木）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に
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係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前９時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥３，４７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 中今里町地内道肩改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 中今里町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 
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（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月２７日（月）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 
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８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月３０日（木）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 
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（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，７８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 出地内用排水路改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 出 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他
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の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月２７日（月）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月２０日（月）から平成２９年１１月３０日（木）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月７日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，３５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第８６号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

平成２９年１１月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第 95条及び第 99条の規定により公告しま

す。 

1 公 売 財 産 の 内 容 別紙付表のとおり 

2 公  売  の  方  法  入   札 

3 公  売  日  時  

参 加

申 込 

平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月２

３日 午後１１時００分まで 

入札 
平成３０年１月３０日 午後１時００分から平成３０年２月６

日 午後１時００分まで 

開札 平成３０年２月６日 午後１時３０分 

4 公  売  場  所  
インターネット上 Yahoo!官公庁オークションのページ 

(http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/) 

5 
公売保証金及び見積

価額 
別紙付表のとおり 

6 公売保証金納付期限 
平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月２３日 

午後１１時００分まで 

7 売  却  決  定  日時 
平成３０年２月１３日  

午後１時００分 
場所 大和高田市収納対策室 

8 買受代金納付期限 日時 
平成３０年２月１３日 午後２時３０分  
（ただし、地方税法第 19 条の 7 第 1 項ただし書その他の法律の規定に基づ

き滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

9 
買受人についての資

格その他の要件 
大和高田市インターネット公売ガイドラインに従う 

10 

そ

の

他 

１．入札に参加するためには、参加申込が必要です。また、公売に参加するためには、上記参加申込期間
中に、公売財産の売却区分ごとに公売保証金を納付いただく必要があります。 

２．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となります。 

３．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

４．公売における注意事項については大和高田市ホームページ上のインターネット公売ガイドラインを確

認してください。 

５．公売物件の地図・写真等については大和高田市で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/auction/koubai/index.html）でご覧いただけす。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせください。 

大和高田市・収納対策室   TEL0745-22-1101 （内線 236） 

公売公告付表 

売却区分番号 大和高田市-2-1 
見積価額  1,070,000 円 

公売保証金  110,000 円 

 (土地の表示) 
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公売財産の表示 

 

 

所在  奈良県大和高田市甘町 
 地番  ６６２番１７ 
地目  宅地 

地積  ４６．８２㎡ 

 

（一棟の建物の表示） 

所在    奈良県大和高田市甘田町 ６６２番地１４、６６２番地１    

５、６６２番地１６、６６２番地１７ 

構造    木造セメント瓦葺平屋建 

床面積   １４１．６６㎡ 

 
（専有部分の建物の表示） 
家屋番号   甘田町 ６６２番１４の４ 
種類    居宅 
構造    木造セメント瓦葺平屋建 
床面積   ３３．７９㎡ 
 

以上登記簿による表示 

公売財産の概要 

・公売物件 近鉄南大阪線 高田市駅から南へ約 0.8kmの宅地。 

・当該物件は、中井ハウジング宅地建物取引業者に無償貸出中。 

・対象物件の家屋は長屋４軒の西の端。土地は４筆に分筆されているう

ちの一つ。 

・西側に敷地内道路 1.4ｍ幅の進入道路有り、家の入口は北側 

・物件について、居住用とするには修繕が必要と考えられる。 

・当該物件は、公道に接していない。 

利用状況・法的規制等 

・都市計画区域   市街化区域 第一種居住地域 

・建ぺい率（指定） ６０％ 

・容積率（指定）  ２００％ 

その他公売条件等 

・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認
ください。 

・境界については、隣接地所有者と協議してください。 

・大和高田市は公売財産の引渡義務を負いません。 

・大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

・公売物件内の動産類の撤去、カギの受け渡し等は、所有者と協議して

ください。 

 

公告第８７号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

平成２９年１１月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第 95条及び第 99条の規定により公告しま

す。 

1 公 売 財 産 の 内 容 別紙付表のとおり 

2 公 売 の 方 法 入   札 

3 公  売  日  時 

参 加 

申 込 

平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月

２３日 午後１１時００分まで 

入札 
平成３０年１月３０日 午後１時００分から平成３０年２月

６日 午後１時００分まで 
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  開札 平成３０年２月６日 午後１時３０分 

4 公  売  場  所 
インターネット上 Yahoo!官公庁オークションのページ 

(http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/) 

5 
公売保証金及び見積

価額 
別紙付表のとおり 

6 公売保証金納付期限 
平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月２３日 

午後１１時００分まで 

7 売  却  決  定  日時 
平成３０年２月１３日 

午後１時００分 
場所 大和高田市収納対策室 

8 買受代金納付期限 日時 
平成３０年２月１３日 午後２時３０分  
（ただし、地方税法第 19 条の 7 第 1 項ただし書その他の法律の規定に基づ

き滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

9 
買受人についての資

格その他要件 
大和高田市インターネット公売ガイドラインに従う 

10 

そ

の

他 

１．入札に参加するためには、参加申込が必要です。また、公売に参加するためには、上記参加申込期間
中に、公売財産の売却区分ごとに公売保証金を納付いただく必要があります。 

２．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となります。 

３．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

４．公売における注意事項については大和高田市ホームページ上のインターネット公売ガイドラインを確

認してください。 

５．公売物件の地図・写真等については大和高田市で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/auction/koubai/index.html）でご覧いただけます。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせください。 

大和高田市・収納対策室   TEL0745-22-1101 （内線 236） 

公売公告付表 

売却区分番号 大和高田市-2-2 
見積価額  3,195,000 円 

公売保証金  320,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公売財産の表示 

(一棟の建物の表示) 

所在  奈良県大和高田市大字市場 181番地 1  

建物の名称  大和高田リバティ２番館 

構造  鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 5階建 

床面積   1階 146.62㎡ 

       2階 379.82㎡ 

       3階 379.82㎡ 

       4階 379.82㎡ 

       5階 379.82㎡ 

 

(敷地権の目的である土地の表示)  

土地の符号  1  

所在および地番  奈良県大和高田市大字市場 181番 1 

地目  宅地 

地積  865.68㎡ 
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(専有部分の建物の表示) 

家屋番号  市場 181番 1の 205 

建物の名  205  

種類  居宅 

構造  鉄筋コンクリート造 1階建 

床面積  2階部分 57.65㎡ 

 

(敷地権の表示)  

土地の符号  1 

敷地権の種類  所有権 

敷地権の割合  922230分の 34590  

 

以上 登記簿による表示 

公売財産の概要 

・相続財産管理人によると管理組合費などに H24 年 11 月頃より未納が

あり、平成 29 年 9 月までの未払マンション管理料等として 1,300,680

円あり 

・洋室 2室、和室 1室、風呂トイレ別の 3LDK 

・近鉄南大阪線 尺土駅より北へ約 1.2km(徒歩約 13分) 

・5階建マンションの 2階部分 

・エレベーター設置あり 

利用状況・法的規制等 

・動産は前居住者のものが残されている。 

・水道：上水道は市営、下水については浄化槽設置 

・電気ガスは整備済み 

・接道状況：北側にて幅員 4.5mの市道(陵 160号線)と接道 

 都市計画区域 市街化区域 

 建ぺい率    60％ 

 容積率(指定)  200％ 

その他公売条件等 

・未納管理費については買受人の負担となります。 

・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認

ください。 

・大和高田市は公売財産の引渡義務を負いません。 

・大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

・公売物件内の動産類の撤去、カギの受け渡し等は、所有者と協 

議してください。 

 

公告第８８号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

平成２９年１１月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第 95条及び第 99条の規定により公告しま

す。 

1 公 売 財 産 の 内 容 別紙付表のとおり 

2 公 売 の 方 法 入   札 

3 公  売  日  時 
参加 

申込 

平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月

２３日 午後１１時００分まで 
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入札 
平成３０年１月３０日 午後１時００分から平成３０年２月

６日 午後１時００分まで 

開札 平成３０年２月６日 午後１時３０分 

4 公  売  場  所 
インターネット上 Yahoo!官公庁オークションのページ 

(http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/) 

5 
公売保証金及び見積

価額 
別紙付表のとおり 

6 公売保証金納付期限 
平成３０年１月１０日 午後１時００分から平成３０年１月２３日 

午後１１時００分まで 

7 売  却  決  定  日時 
平成３０年２月１３日  

午後１時００分 
場所 大和高田市収納対策室 

8 買受代金納付期限 日時 
平成３０年２月１３日 午後２時３０分  

（ただし、地方税法第 19条の 7第 1項ただし書その他の法律の規定に基づ

き滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

9 
買受人についての資

格その他の要件 
大和高田市インターネット公売ガイドラインに従う 

10 

そ

の

他 

１．入札に参加するためには、参加申込が必要です。また、公売に参加するためには、上記参加申込期
間中に、公売財産の売却区分ごとに公売保証金を納付いただく必要があります。 

２．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となります。 

３．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 
４．公売における注意事項については大和高田市ホームページ上のインターネット公売ガイドラインを
確認してください。 

５．公売物件の地図・写真等については大和高田市で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/auction/koubai/index.html）でご覧いただけす。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせください。 

大和高田市・収納対策室   TEL0745-22-1101 （内線 236） 

公売公告付表 

売却区分番号 大和高田市-2-3 

見積価額  2,852,000 円 

公売保証金  290,000 円 

公売財産の表示 

（土地の表示） 

所在  奈良県大和高田市蔵之宮町 

地番  １４２番５ 

地目  宅地 

地積  ５８．０７㎡ 

（主である建物の表示） 

所在  奈良県大和高田市蔵之宮町 １４２番地５ 

家屋番号  １４２番５ 

種類  居宅 

構造  木造瓦葺２階建 

床面積  １階３４．７６㎡         

２階３１．２７㎡ 

 

 以上登記簿による表示 
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公売財産の概要 

・近鉄南大阪線 浮孔駅から西へ約 0.6km、 

近鉄南大阪線 高田市駅より南東へ約 1.7km(徒歩約 20分) 

・家屋内部の調査はしていないため、存置物があるかは不明。 

・今回の公売は、それぞれの共有土地所有権（持分２分の１ずつ）と建

物を一緒に出品する形になります。 

利用状況・法的規制等 

・都市計画区域  市街化区域 

・用途地域    第一種居住区域 

・建ぺい率（指定）６０％ 

・容積率（指定） ２００％ 

・高度地区    １５ｍ 

その他公売条件等 

・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認

ください。 

・大和高田市は公売財産の引渡義務を負いません。 

・大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

・公売物件内の動産類の撤去、カギの受け渡し等は、所有者と協議して

ください。 

 

公告第８９号 

大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）第４条第１項の規定により市営住宅の入居者を公募

するので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成２９年１２月１日 

 大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 市営住宅の名称等 

名称(団地名) 所在地 規格 戸数 家賃 

礒 野 
礒野北町１４番１－ 

１０６号 
３Ｋ １ 

①  9,800 ② 11,300 ③ 12,900 

④ 14,600 ⑤ 16,700 ⑥ 19,300 

礒 野 
礒野北町１４番２－ 

２０３号 
３Ｋ １ 

① 10,300 ② 11,900 ③ 13,600 

④ 15,300 ⑤ 17,500 ⑥ 20,200 

礒 野 
礒野北町１４番２－ 

３０６号 
３Ｋ １ 

① 10,200 ② 11,700 ③ 13,400 

④ 15,100 ⑤ 17,300 ⑥ 20,000 

サンライズ 
材木町６番２７－ 

３１１号 
３ＬＤＫ １ 

① 26,000 ② 30,000 ③ 34,400 

④ 38,800 ⑤ 44,300 ⑥ 51,100 

サンシャイン 
大字市場５４０番地 

１（３０３号室） 
３ＬＤＫ １ 

① 26,500 ② 30,600 ③ 35,000 

④ 39,500 ⑤ 45,100 ⑥ 52,100 

サンシャイン 
大字市場５４０番地 

１（３０５号室） 
３ＬＤＫ １ 

① 26,500 ② 30,600 ③ 35,000 

④ 39,500 ⑤ 45,100 ⑥ 52,100 

備考 

  １ 礒野団地については、すべて単身者（資格２－（２）のア～コに該当者）可です。 

  ２ サンライズ団地及びサンシャイン団地においては、上記の表に掲げる家賃とは別に、駐車場

使用料（月額 2,000円）が必要です。 

  ３ 家賃は、次のとおりとする。 

    ア 一般世帯の場合は、所得に応じて、上記の表の①～④の４段階 

    イ 高齢者世帯又は障害者世帯（裁量階層世帯）の場合は、所得に応じて、上記の表の①～

⑥の６段階 
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２ 入居者資格 

市営住宅を申し込むには、申込時に次の（１）から（６）までの条件の全てを具備していること。 

 （１） 公募の日（平成３０年１月１２日）において、３か月以上大和高田市内に居住している者

又は大和高田市内に勤務している者であること。 

 （２） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者又は指定入居日から３か月以内に入籍予定の婚姻の予約者を含む。）があること。

ただし、次のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を

必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者を除く。）にあ

っては、この限りでない。 

    ア 申込日時点の満年齢が６０歳以上の者。 

    イ 身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

    ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から３級まで） 

    エ 療育手帳の交付を受けている者（障害の程度がウと同程度） 

    オ 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症であ

ること。） 

    カ 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

    キ 生活保護を受けている者 

    ク 海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

    ケ ハンセン病療養所入所者等 

    コ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。

以下「法」という。）第１条第２項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者 

     （ア） 法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は法第５条の規定による保護が終

了した日から起算して５年を経過していない者 

     （イ） 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令

がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない者 

（３） 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）の規定による収入（月額）が１５万８千円以下

であること。ただし、次のいずれかに該当する場合については２１万４千円以下まで認めら

れます。 

    ア 申込者又は同居予定者に次のいずれかに該当する者がある場合 

     （ア） 次のいずれかに該当する者 

        ○ア  身体障害者手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級から４級まで） 

○イ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（障害の程度が１級又は２級） 

○ウ  療育手帳の交付を受けている者（障害の程度が○イと同程度） 

     （イ） 戦傷病者手帳の交付を受けている者（障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４

８号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の

第１款症であること。） 

     （ウ） 次のいずれかに該当する者 

        ○ア  厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 

        ○イ  海外からの引揚者（引き揚げた日から５年以内の者） 

        ○ウ  ハンセン病療養所入所者等 

    イ 申込者が満６０歳以上の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが満６０歳以上又は満

１８歳未満の者である場合 

    ウ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（４） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 
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（５） 市税等を滞納していない者であること。 

（６） 入居予定者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

３ 募集案内･申込書の配布期間及び配布場所 

 （１） 配布期間 平成３０年１月１２日から同月２６日まで（土、日を除く。） 

 （２） 配布場所 大和高田市役所環境建設部営繕住宅課 

４ 申込書受付期間及び受付場所 

 （１） 受付期間 平成３０年１月１２日から同月２６日まで（土、日を除く。） 

 （２） 受付場所 大和高田市役所環境建設部営繕住宅課 

５ 申込方法及び受付について 

（１）  市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、市税等納付状況等調査及び暴力団員調査同意書 

を添付の上、持参してください。（郵送による申込みはできません。) 

 （２） 申込みは、１世帯１住宅に限ります。 

 （３） 申込書及び提出書類は、一切返却しません。 

 （４） 市税等納付状況等調査同意書により調査を実施し、市税等に滞納が無い場合等に受付番号 

（公開抽選番号）を付した通知書を送付します。（滞納等のある場合は、不受理文書を送付し   

ます。） 

６ 選考方法の概略 

  公募している市営住宅の１戸に対して複数の申込者がある場合は、当選者及び補欠当選者２名を

決定するため、次の日時及び場所で公開抽選を行います。（公募している市営住宅の１戸に対して

申込者が１名の場合は、当該申込者が当選者となります。） 

 （１） 公開抽選の日時 平成３０年２月２日 午後２時から 

 （２） 公開抽選の場所 大和高田市役所 ３階東会議室 

７ 入居資格審査と入居予定者の決定 

 （１） 入居資格審査を行うため、営繕住宅課から当選者に対して、必要な書類の提出について案

内します。 

 （２） 当選者の入居資格審査は、営繕住宅課で行いますので、指定された日に（１）で案内した

書類を持参してください。 

 （３） （２）で提出された書類を確認するため、実態調査を行います。 

 （４） （３）の実態調査の結果、市営住宅入居申込書及び（２）で提出された書類の記載事項が

事実と相違していた当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選者が繰

り上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （５） 入居資格審査を行えない当選者は、失格となります。この場合、補欠順位の若い補欠当選

者が繰り上がりで当該住宅の当選者となり、入居資格審査を行います。 

 （６） 当選者が入居資格審査に合格してはじめて、入居予定者となります。 

 （７） （４）又は（５）において繰り上がる補欠当選者がない場合は、再度、入居者の公募を行

います。 

８ 入居手続 

 （１） 入居予定者に対して入居手続通知書を郵送します。ただし、入居予定者が婚姻の予約者の

場合は、原則として入籍の確認後に入居手続を行います。 

 （２） 入居手続日（鍵渡しの日）には、次の書類等が必要です。 

    ア 連帯保証人の住民票抄本、市町村税務関係課発行の直近の所得証明書及び印鑑登録証明

書 

    イ 入居予定者の実印及び印鑑登録証明書 

    ウ その他市長が必要とする書類 

 （３） 入居手続の日時及び場所については、（１）の入居手続通知書で通知します。 
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 （４） 入居を辞退する場合は、入居予定者が書面により辞退届を提出してください。 

９ 入居可能日、家賃の支払い方法その他必要な事項については、入居手続時に説明します。 

 

 

 

 

教育委員会規則第３号 

 婦人学級開設に関する規則を廃止する規則を次のように定める。 

平成２９年１１月１４日 

                         大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

婦人学級開設に関する規則を廃止する規則 

婦人学級開設に関する規則（昭和３０年規則第１号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

教育委員会告示第７号の２ 

 大和高田市教育委員会公印規程（平成１１年教育委員会規程第１号）第１１条第１項の規定により

電子公印を使用しますので、同規程第１１条第８項の規定により告示します。 

  平成２９年４月３日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博    

公印に関する事項 

公印の名所 大和高田市教育委員会印（小） 

ひな形番号 ３ 

寸法 方２０㎜ 

使用開始年月日 平成２９年４月３日 

印影 大和高田市教育委員会印印影 

使用する文書 

担当課 学校教育課 

文書の名称 

就学通知書 

転入学通知書 

異動通知書 

 

教育委員会告示第１７号 

 大和高田市教育委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年１１月７日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博    

日 時  平成２９年１１月１４日（火）午後３時３０分～ 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 婦人学級開設に関する規則を廃止する規則（案）について 

      第２号 後援願について 

      第３号 その他 

 

 

教育委員会 
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選挙管理委員会告示第３０号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１０月１６日  

大和高田市選挙管理委員会 

                               委員長  松 村 惠 由 

１． 日  時  平成２９年１０月１７日（火） 午前８時００分 

２． 場  所  大和高田市大字大中１００番地１ 

         大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 公職選挙法第２８条第２号の規定による抹消の取消処分について 

第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第３１号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１０月１７日  

大和高田市選挙管理委員会 

                               委員長  松 村 惠 由 

１． 日  時  平成２９年１０月２２日（日） 午前６時３０分 

２． 場  所  大和高田市大字大中１００番地１ 

         大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消につい 

            て 

第２号 選挙当日の有権者数について 

第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第３２号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１１月２４日  

大和高田市選挙管理委員会 

                               委員長  松 村 惠 由 

１． 日  時  平成２９年１２月１日（金） 午前９時００分 

２． 場  所  大和高田市大字大中１００番地１ 

         大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消につい 

            て 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 在外選挙人名簿の登録について 

第４号 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について 

第５号 その他 

 

 

 

 

農業委員会告示第１２号 

選挙管理委員会 

農業委員会 
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 大和高田市農業委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年１１月２７日 

    大和高田市農業委員会    

会長 今村 平治郎   

日 時  平成２９年１２月８日（金）午後３時 

場 所  市役所 ３階 東会議室 

議 案  

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 農業法第１８条第６項について通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項による農用地利用集積計画について 

第５号 その他 

 

 

 

上下水道告示第１６号 

 大和高田市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条の規定により下記のとおり告示する。 

 その関連図面は、平成２９年１１月６日から２週間、上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供す

る。 

  平成２９年１１月１日 

                                大和高田市上下水道事業管理者  

                                     大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 供用及び処理を開始する年月日 

   平成２９年１１月２０日 

２ 供用及び処理を開始する区域 

   高田川第４処理分区   市場・礒野北町 

高田川第５処理分区  春日町２丁目・東中１丁目・曽大根１丁目 

   高田川第６処理分区  東三倉堂・中三倉堂１丁目・中三倉堂２丁目 

田井新町・甘田町 

   高田川第７処理分区  築山・有井 

   葛城第５処理分区   南陽町 

   曽我川第７処理分区    根成柿 

３ 供用を開始する排水施設の区域 

   大和高田市全図参照(1:10,000) 上下水道部下水道課にて縦覧 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

   分流式 

５ 終末処理場 

   奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０  奈良県第２浄化センター 

 

上下水道事業公告第４２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

公営企業 
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平成２９年１１月１４日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（土庫） 

２ 工事場所 大和高田市 土庫 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後
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１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２８日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市
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契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１４，８３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第４３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月１４日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝池田地内管渠工事（６８） 

２ 工事場所 大和高田市 池田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年３月１６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 
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（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１１月２２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望
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の閲覧等 者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年１１月１５日（水）から平成２９年１１月２８日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月４日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月６日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１２月１１日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１２日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び
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虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥７，８３０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第４４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年１１月２９日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業務名 測量業務委託（大中・日之出東本町） 

２ 履行場所 大和高田市 大中・日之出東本町 地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成３０年３月３０日（金）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の測量業務

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が
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ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年１１月３０日（木）から平成２９年１２月６日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１２月７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の期間 

平成２９年１１月３０日（木）から平成２９年１２月６日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１２月１３日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年１２月１４日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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（１）期限 

平成２９年１２月１８日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１２月１９日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，７４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 


